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○叡啓大学内部質保証推進委員会規程 

令和８年４月１日 

大学規程第５号 

（設置） 

第１条 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０９条に定める内部質保証を叡啓大学の教

育、研究、組織及び運営並びに施設及び設備（以下「教育研究等」という。）において全学的

に推進する組織として、広島県公立大学法人組織規程（平成１９年法人規程第１２号）第１１

条の規定に基づき、叡啓大学内部質保証委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 叡啓大学の理念や目的、３つの方針（入学者受入れ方針、教育課程編成・実施の方針、

学位授与方針）に基づく教育研究等の実施、運営に係る内部質保証に関する事項 

(2) 叡啓大学の教育研究等の内部質保証に係る情報公開に関する事項 

(3) 叡啓大学の教育研究等の内部質保証に係る方針、体制及び運営の検証並びに改善に関す

る事項 

(4) 叡啓大学の大学機関別認証評価に関する事項 

(5) その他叡啓大学の教育研究等の実施、運営に係る有効性に関する事項 

２ 委員会は、前項に規定する審議により、叡啓大学の教育研究等の質を保証する体制及び運営

に不備があると認められるとき又は適切に運用されていないと認められるときは、改善のため

の助言、指導を行う。 

３ 委員会は、議事録を作成し、第１項に規定する審議の結果及び前項に規定する助言、指導の

内容を叡啓大学教育研究審議会に報告しなければならない。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 学長 

(2) 副学長 

(3) ソーシャルシステムデザイン学部長 

(4) ソーシャルシステムデザイン学科長 

(5) コンピテンシー・ディベロップメントセンター長 

(6) 産学官連携・研究推進センター長 

(7) 叡啓学術情報センター長 

(8) 叡啓大学国際交流センター長 

(9) 事務部長 

(10) 事務次長 

(11) 事務部総務企画課長 

(12) 事務部教学課長 

(13) 事務部価値創造ブランド推進課長 

(14) その他学長が必要と認める教職員 
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（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、ソーシャルシステムデザイン学部長がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

２ 書面により会議を開催する場合は、付議された事項につき書面をもって意見を表示したもの

を出席者とする。 

３ 議事は、出席委員の過半数で決する。 

４ 委員長が必要と認めるときは、委員会の議を経て、委員以外の者に会議への出席を求め、審

議事項について説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 委員会に関する庶務は、叡啓大学事務部総務企画課において処理する。 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会にお

いて定める。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 


